
(令和６年１月現在)

給与所得の
金額の計算

税額の計算

　(注） 23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等については、平成30年度改正において行われた給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入の850万円超への引き下げによる負担増が生じないよ
　　　う、所得金額調整控除により調整。
        給与・年金の両方を有する者については、平成30年度改正において行われた給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担増が生じないよう所得金額調整控除により調整。
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算出税額算出税額

給与所得者の所得税額計算のフローチャート

～ 195万円 5％
～ 330万円 10％
～ 695万円 20％
～ 900万円 23％
～1,800万円 33％
～4,000万円 40％
4,000万円～ 45％

税 率

基礎控除 最高48万円

配偶者控除 最高38万円

扶養控除 38万円

など

人的控除等

税額控除

～ 162.5万円 55万円
～ 180 万円 40％－ 10万円
～ 360 万円 30％＋ 8万円
～ 660 万円 20％＋ 44万円
～ 850 万円 10％＋110万円

850 万円～ 195万円

給与所得控除（注）

納付税額


